
　　信濃川、魚野川をやさしく見守る

　令和５年度河川愛護モニターを委嘱しました。

　令和５年７月３日（月）に国土交通省信濃川河川事務所にて２名の愛護モニター

　【委嘱式記念撮影】

　※河川愛護モニター制度
　　昭和50年に河川に関する地域の要望を十分に把握し、地域との連携をさらに進め、

　　併せて河川愛護思想の普及啓発及び河川の適正な維持管理に資するために制定され

　　ました。

　の方が出席され、委嘱式が行われました。

　　河川愛護モニターの活動は、沿川の方々の声として河川行政に活かされます。

     信濃川・大河津分水路・魚野川について気づいたこと、地域の要望などを報告

　する「河川愛護モニター」３名を選定し委嘱しました。

　　委嘱期間は、令和５年７月から令和６年６月までの１年間です。
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同時記者発表クラブ
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